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KIT21 呉自社商品開発協議会 

令和元年度事業報告 

1. 概況 

 令和元年度は，一昨年７月の西日本豪雨災害により，多くの会員企業が直接的・営業的被害を受

け，厳しい経営環境下ではあったが，復興に向けて意欲的に研究開発等を継続的に取り組み，新商

品・新技術の開発に努めてきた。 

 当会は環境・エネルギー企画，少子高齢化・福祉企画，先進企画，広報企画の４つの企画グル

ープを設置し，今年度は環境・エネルギー企画にて経営人材育成講座「生活の在り方が変わる蓄

電池社会」（主催）を実施し，先進企画では「テルース」についての調査と協議を企画会議・役

員合同会議にて行っている。各企画において，産学官の人的ネットワークの構築，会員間の相互

理解を深め，多くの刺激・情報を得ている。 

 平成２２年よりＫＩＴ２１設立１０周年記念事業としてはじめた『みんなの夢・アイディアコ

ンテスト』は，１０回目の開催を迎えた。 

呉市内外及び県外からの応募件数は過去最高の１,９８６件に上り，また本事業の趣旨にご賛同

いただいた皆様（産学官金）のご協賛・ご後援も過去最大規模となった。 

応募アイディアを実際に製作する「試作賞」の提供も会員企業・グループより３社ご協力いた

だけることとなった。地域や企業の活性化，人材育成につながる大変有意義な事業となっている。 

 

2. 会員の動向 

 平成３０年度末の会員数は１１４会員であったが，令和元年度においては，１会員の入会と７

会員の退会により，結果１０８会員となった。 

 

3. 全体会事業 

(1) 総会 

(2) 企画会議，役員会 

(3) ものづくり講演会（共催） 

(4) みんなの夢・アイディアコンテスト 

 

(5) 環境・エネルギー企画(経営人材育成講座「生

活の在り方が変わる蓄電池社会」（主催）) 

(6) グループ活動支援補助事業 

 

4. グループ活動 

(1) 医療・福祉環境・システム開発グループ 

(2) 営業開発研究グループ 

(3) カキ生産グループ(活動休止) 

 

(4) IOE活用グループ 

(5) 検査装置研究グループ 

(6) 新規事業開拓グループ 

 

 

令和２年度総会 

第 1号議案 
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KIT21 呉自社商品開発協議会 

 

 

令和元年度会計報告及び監査報告

 

令和２年度総会 

第２号議案 
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KIT21 呉自社商品開発協議会 

令和２年度事業計画(案) 

 

 呉自社商品開発協議会は，平成１２年１２月発足以来，会員相互の情報・技術を融合し，共同開

発による自社商品開発の推進並びに発展を図るとともに，地域社会に貢献することを目的として活

動をし，本年度で２０年の節目を迎えることとなった。 

昨年末以降，新型コロナウイルス感染症の感染拡大が世界中に広がり，全世界を大混乱にしてい

る。東京オリンピックも開催延期が決定され，日本経済の発展に向けて厳しい状況が続く中で，呉

市は日鉄日新製鋼呉製鉄所が 2023年を目途に撤退するという大変厳しい状況に置かれている。 

いま一度原点を振り返り，より一層の連携，意見交換，知識習得，情報発信に取組み，新商品開

発，企業活性化に繋がる各事業を推進し，事業化を目指すとともに，次世代の社会の在り方に「何

か」を示せる新たな取組みを開始する。 

会員企業間の結束を深めることにより，新商品開発，企業活性化を目指して，令和２年度のスロ

ーガンを「繋ぐ(つなぐ)」とし，人，情報，経験，技術，時間，お金 等あらゆる資源を繋いで，

新しい価値の創造を目指し，実践していく。 

 

 

1. 重点事業方針 

(1) 産学官及び支援団体と会員の連携による自社商品事業化を促進する。 

(2) 事業化を目的とした新商品・新技術の開発力を強化する。 

(3) 新連携へ向けて，より幅広い業種の会員が参加し，大学・研究機関等と相互理解・交流を

深めることで，新しい価値の創造の実現を促進する。 

(4) 会員企業の持っている技術をお互いに理解し，産々連携で結束を深め，会員企業の発展に

寄与できるようにする。 

(5) 呉地域の強み，工業，水産，農業，観光を融合させた価値創造の実現に挑戦する。 

(6) 会の活動情報，会員の企業・活動情報を会内外に広く発信する。 

（リーフレット，ホームページ（http://checkure.jp/tr/kit21/）の積極的活用） 

 

2. 全体会事業 

(1) 総会 

(2) 時代のニーズに合った企画を推進する。 

(3) 20周年記念事業の実施 

(4) グループ活動に対する財政的支援事業の実施 

(5) 「みんなの夢・アイディアコンテスト」の実施 

 ・試作品(試作賞受賞のアイディア)の作成から商品化までを目指す。 

(6) その他 

 

3. 役員会 

 本会の設置目的を効率的に達成するため，必要に応じ会長が企画会議・運営会議を招集し，

各種事業の企画・推進を図る。 

 

令和２年度総会 

第３号議案 
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4. グループ活動 

 研修グループは研修等を介して自社商品開発を推進すると共に実践グループを目指す。また，実

践グループは具体的な商品及び技術開発に取組む。 

(1) 実践グループ 

*IOE活用グループ 

*医療・福祉環境・システム開発グループ 

*検査装置研究グループ 

*二枚貝開殻装置開発グループ 

(2) 研修グループ 

*営業開発研究グループ 

*新規事業開拓グループ 
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KIT21 呉自社商品開発協議会 

令和２年度収支予算(案) 

 

 

 

令和２年度総会 

第４号議案 
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KIT21 呉自社商品開発協議会 

会則の改定(案) 

現行 変更案 

（事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次

の事業を行う。 

 …(省略)… 

（４）未来に受け継ぐより良い人材と科学技術に

興味を持つ土壌を育む場の提供 

（５）その他本会の目的を達成するために必要な

事業 

 

（事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次

の事業を行う。 

  …(省略)… 

（４）未来に受け継ぐより良い人材と科学技術に

興味を持つ土壌を育む場の提供 

（５）前号の具体的事業の一つとして「みんなの

夢アイディアコンテスト（以下「夢コン」と

いう。）」を実施 

（６）その他本会の目的を達成するために必要な

事業 

 
（役員） 
第５条  本会には，次のとおり役員を置く。 
（１）会長 １名   
（２）副会長 ３名 
（３）企画委員 若干名 
（４）運営委員 グループ代表数 
（５）会計委員 １名 
（６）監査委員 ２名 
（７）前期会長 １名 
２ 役員の選出は，次のとおりとする。 
…(省略)… 
（３）運営委員は，各グループ代表がその任に就

く。 
 
 
 
３ 役員の職務は，次のとおりとする。 
…(省略)… 
（４）会計委員は，第１１条の処理年度に準じて

本会の会計業務を行う。 
…(省略)… 
 
 
 
４ 役員の任期は，次のとおりとする。 
（１）役員 ２年。ただし，再任を妨げない。 
 
 

（役員） 
第５条  本会には，次のとおり役員を置く。 
（１）会長 １名   
（２）副会長 若干名 
（３）企画委員 若干名 
（４）運営委員 グループ代表数 
（５）夢コン実行委員長 １名 
（６）会計委員 １名 
（７）監査委員 ２名 
２ 役員の選出は，次のとおりとする。 
…(省略)… 
（３）運営委員は，各グループ代表者と会長の指

名による。 
（４）夢コン実行委員長は夢コン実行委員の互選

による。 
 
３ 役員の職務は，次のとおりとする。 
…(省略)… 
（４）夢コン実行委員長は，各会議を通して

夢コンの運営にあたる。 
（５）会計委員は，第１１条の処理年度に準じて

本会の会計業務を行う。 
…(省略)… 
 
４ 役員の任期は，次のとおりとする。 
（１）任期は２年。ただし，再任を妨げない。 
（２）前号の規定にかかわらず，運営委員のうち，

グループ代表者及び夢コン実行委員長は就
任期間。 

（会議） 
第６条 会議は，総会及び役員会とする。 
２ 総会は，会長が招集し，議長となる。 
３ 総会は，会長及び監査委員の選出を行い，
役員を指名する。  

４ 総会は，年間事業の計画等について審議・
決定をする。  

５ 役員会は，必要に応じて会長が招集し，議

（会議） 
第６条 会議は総会，役員会，企画委員会，運営
委員会，夢コン実行委員会とする。 

（１）総会 
ア 会長が招集し，議長となる。 
イ 会長及び監査委員の選出を行い，役員を
指名する。 

ウ 年間事業の計画・予算等について審議・

令和２年度総会 

第５号議案 
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長となる。 
６ 役員会は，本会の運営，業務の執行及び総
会の原案の作成などに関し，審議・決定をす
る。  

７ 役員会の運営を円滑におこなうため，企画
会議と運営会議を設ける。 

８ 企画会議は，本会の事業計画及び総会の原
案の作成などに関し，審議する。 

９ 運営会議はグループ活動の進捗状況を把
握し，事業計画が円滑に執行されるよう各事
業の管理運営を行う。 

決定をする。 
（２）役員会 

ア 会長が必要に応じて役員を招集し，議長
となる。 

イ 企画会議から付議された次年度計画案，
予算案及び総会原案について審議・決定を
する。 

ウ 決定された次年度計画が円滑に執行され
るよう業務分掌し各事業の管理運営を行
う。 

エ 各グループ活動の進捗状況を把握し活動
が円滑に行われるよう支援する。 

（３）企画会議 
ア 会長が必要に応じて企画委員，夢コン実
行委員長を招集し，議長となる。 

イ 企画会議は，本会の活動を円滑に行うた
め，2月末までに次年度事業計画案，予算及
び総会案などの作成に関し審議する。 

（４）夢コン実行委員会 

ア 夢コン実行委員会は夢コン実行委員長が
招集し議長となる。 

イ 夢コンが目的に沿って円滑に行えるよう
企画，管理，運営する。 

 

  （その他） 
第１３条  この会則に定めるもののほか，本会の
運営に必要な事項は，総会及び役員会において
決定する。 

  …(省略)… 
付 則  

  この会則は，平成２８年５月１９日から施行す
る。 

 

（その他） 
第１３条  この会則に定めるもののほか，本会の
運営に必要な事項は，総会及び役員会において
決定する。 

…(省略)… 
付 則  

  この会則は，平成２８年５月１９日から施行す
る。 

付 則  
この会則は，令和２年５月２１日から施行す

る。 
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KIT21 呉自社商品開発協議会 

役員改選 

 

 

役職 
(参考：平成30・令和元年度) 

氏名 
氏名 

会長 黒川 義之 角 秀司 

監査委員 
白鷹 常和 

朝日 進 

白鷹 常和 

朝日 進 

令和２年度総会 

第６号議案 


